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   数次相続の税額控除 

 

 

 相続が発生して遺産分割協議が終わらない

うちに、相続人の１人が死亡して次の相続が

開始することを数次相続と呼びますが、数次

相続の税額控除の留意点をみてみます。 

 

◆１次相続の遺産分割を確認する 

 ２次相続の遺産分割の前に、まずは１次相

続の遺産分割で２次相続の被相続人が、どの

財産を取得したかを確認し、その上で今回の

２次相続では被相続人の財産を誰が相続す

るのかを確認します。 

 

◆相次相続控除 

 ２次相続の被相続人が、その相続開始前  

１０年以内に発生した相続で取得した財産に

相続税が課されていたとき、２次相続の相続

人は２次相続の被相続人が負担していた相

続税のうち一定の金額について税額控除を

受けることができます。これは１０年以内の短

期間に相続が相次ぎ、取得した財産に相続

税が何度も課されることの負担を軽減すること

を目的としています。 

 

◆未成年者控除 

 相続人が１８歳未満である場合で、かつ法

定相続人であるときは、相続税額から１年あた

り１０万円の未成年者控除（１８歳まで）を受け

ることができます。２次相続での控除額は１次

相続で控除を受けることができる金額に満た

なかった場合に、その満たなかった部分の金

額が限度となります。 

 

 

 

◆障害者控除 

 相続人が障害者である場合で、かつ法定相続人で

あるときは、相続税額から１年あたり１０万円の障害者

控除（８５歳まで、特別障害者は１年あたり２０万円）を

受けることができます。２次相続での控除額は、１次

相続で控除を受けることができる金額に満たなかった

場合に、その満たなかった部分の金額が限度となりま

す。 

 

◆配偶者に対する相続税額の軽減 

 被相続人の配偶者は、相続税額の軽減措置を受け

ることができます。この場合、軽減措置を受けた財産

は、その後、その配偶者が死亡したときに相続財産と

して課税されるので、１次相続で配偶者の税額軽減

を利用するかについては、事前の有利不利の検討が

必要です。 

 

◆遺産分割協議書は記載漏れに注意！ 

 数次相続では、２次相続開始の時、１次相続の遺

産分割協議は終了していないため、その後、２次  

相続の被相続人が取得した１次相続の相続財産が

遺産分割協議書に記載もれとならないよう注意しま 

しょう。 

 

 

 

 

 

 

 

船場経済倶楽部 
(NPO 法人 SKC 企業振興連盟協議会) 

 当団体は、異なる業種の経営者が相集い、力を合わせ、自らの研鑚と親睦を通じて、

斬新な経営感覚と新たな販売促進を創造して、メンバー同士でより健全な事業所とその 

事業所のイメージアップを図り、地域社会に貢献できる事業所となることを目的とする。 
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